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【背景】 

平成１８年５月の都市計画法（昭和４３年法律第１００号以下「法」という。）の改正（以下

「改正法」：平成１９年１１月３０日全面施行）により、旧法第３４条１０号イの基準（大規模

開発許可）が廃止されたことに伴い、市街化調整区域における相当規模の開発行為に対する開

発許可は、地区計画に定められた内容に適合する場合に許可できる基準によることとなったた

め、改正法の全面施行日以降は、地区計画の決定又は変更に関する都市計画の手続きを通じて

開発の可否を判断することになった。この改正法を受け、三重県では必要と認めるものとして

工業系の大規模開発に限って地区計画に関わる県同意指針が追加された。これは、市決定であ

る地区計画の都市計画決定に関わる事前協議の段階で、広域的な視点により定めた基本的な同

意指針であるため、各市町の事情に応じた制度運用の詳細については、各市町が定めることと

している。 

 

（目的）                              

第１条 この運用基準は、本市の市街化調整区域における非住居系（工業系）の土地利用に関  

わる地区計画制度（法第３４条第１０号）の運用及び当該地区計画の原案を作成するための案

（以下「地区計画素案」という。）の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この運用基準において使用する用語は、法及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

において使用する用語の例による。 

 

（適用範囲） 

第３条 この運用基準は、市街化調整区域において定める非住居系（工業系）の土地利用に関わ 

る地区計画（以下「地区計画」という。）について適用する。 

 

（基本方針） 

第４条 本基準は、三重県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び鈴鹿市都市マ 

スタープランとの整合を図った上で、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を 

改正する法律による都市計画法及び建築基準法の一部改正について（技術的助言）：平成１８年

１１月６日国土交通省都市・地域整備局・住宅局」及び三重県の「市街化調整区域における

地区計画に関するガイドライン：令和３年１１月」に沿う事を基本とし、市街化調整区域に

おける地区計画の方針及び策定手順を定めるものとする。 

 

（適用区域の制限） 

第５条 地区計画の区域には、次の区域又は地域を含まないこととする。ただし、地区計画の決 
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定の時期までに当該区域又は地域の指定が解除されることが確実と認められ、又は地区計画を

定めた場合においても、周辺住民の生活環境等に支障をきたさないと認められるときは、この

限りではない。   

（１） 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２

項第１号に規定する農用地区域をいう。）及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地

転用が許可されないと見込まれる農地及び採草放牧地 

（２） 集落地域整備法（昭和６２年法律第６３号）第３条に規定する集落地域（同法第４条第

１項に規定する集落地域整備基本方針が策定された場合にあっては、同条第２項第１号に掲げ

る事項の内容に該当する集落地区に限る。） 

（３） 保安林（森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条に規定する保安林をいう。）及び

保安施設地区（同法第４１条に規定する保安施設地区をいう。）に指定された区域 

（４） 自然環境保全地域（自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項に規定

する原生自然環境保全地域、同法第２２条第１項に規定する自然環境保全地域及び三重県自然

環境保全条例（平成１５年三重県条例第２号）第８条第１項に規定する三重県自然環境保全地

域をいう。） 

（５） 自然公園特別地域（自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定す

る特別地域、同法第２１条第１項に規定する特別保護地区及び三重県立自然公園条例（昭和３

３年三重県条例第２号）第１６条第１項に規定する特別地域をいう。） 

（６） 緑地保全地域及び特別緑地保全地区（都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第５条第

１項に規定する緑地保全地域及び同法第１２条第１項に規定する特別緑地保全地区をいう。） 

（７） 史跡名勝天然記念物（文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項に

規定する史跡名勝天然記念物、同法第１１０条第１項に規定する史跡名勝天然記念物の仮指定

物及び三重県文化財保護条例（昭和３２年三重県条例７２号）第３５条第１項に基づく史跡、

名勝又は天然記念物をいう。）の保存に影響を及ぼす区域 

（８） 鳥獣保護区特別保護地区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成

１４年法律第８８号）第２９条第１項に規定する鳥獣保護区内の特別保護地区をいう。） 

（９） 希少野生動植物監視地区（三重県自然環境保全条例（平成１５年三重県条例第２号）第

２２条第１項に規定する三重県希少野生動植物監視地区をいう。） 

（１０） 災害危険区域（建築基準法第３９条第１項に規定する災害危険区域をいう。） 

（１１） 地すべり防止区域（地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規

定する地すべり区域及び地すべり防止区域をいう。） 

（１２）土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。） 

（１３）急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法

律第５７号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。） 
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（１４）浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条

第１項に規定する浸水被害防止区域をいう。） 

（１５）砂防指定地（砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土    

地の区域をいう。） 

（１６）風致地区（法第８条第１項第７号に規定する風致地区をいう。） 

（１７）公共事業予定地域 

（１８）法第１１条の規定による都市施設のある区域 

（１９）前各号に掲げる区域及び地域のほか、法令等に基づく規制区域 

（２０）その他市長が認める区域 

 

（対象地区） 

第６条 地区計画の対象となる地区は、以下の条件を満足する地区とする。 

（１） 鈴鹿市都市マスタープランにおいて市街地形成検討地区（工業系）、新土地需要エリア、

若しくはスマートＩＣ利活用エリアとして位置づけられている地区又は位置づけられる事が

確実な地区であること。ここで、確実である地区とは、あらかじめ、当該地区の周辺も含めた

土地利用方針を策定し、鈴鹿市都市計画審議会（以下「都市計画審議会」という。）において

了承を得たものとする。 

（２） 地区計画を策定しようとする周辺地区を含む一体の区域として、法第３３条の公共施設

整備水準が確保されること。 

（３） 「地区施設の整備主体」、「その他施設の帰属先･管理主体」及び「整備時期」が明らか

であり、地区施設整備が確実であること。  

（４） 区域から２５０ｍ以内の距離に幅員９ｍ以上の幹線道路（開発区域の周辺の道路状況に

よりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）が設けられていること。  

ただし、区域面積が２０ｈａ以上の場合は幅員１２ｍ以上の幹線道路とする。   

（５）既設道路の交通量に著しい影響を与えないこと。 

（６）周辺の集落・人家の状況から見て、生活環境に悪影響を与えない位置であること。 

 

（区域の設定） 

第７条 地区計画の区域は、次に定める要件を満たすものとする。 

（１） 公共用地の地形地物等（道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、

水路等をいう。）により、明確かつ恒久的に区別され、街区を形成すること。ただし、これによ

り難い場合には、土地所有の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、地区計画において定め

ることとなる道路等の施設の配置等を勘案して、敷地境界線等によりできる限り整形となるよ

うに定めることとする。 

（２） 周辺土地利用状況に十分配慮し、調和の取れた区域設定を行うこと。 
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（３） 区域の面積を５ｈａ以上とする。ただし、地区計画を定める区域（以下「予定区域」と

いう。）が前条の対象地区内であり、次の表の左欄に掲げる地区に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる要件のいずれかを満たした場合は、区域の面積を３ｈａ以上とすることができる。 

地区 要件 

市街地形成検討地区 

（工業系） 

鈴鹿市都市マスタープランに定める市街地形成検討地区（工業系）

の地区内であること 

椿地区 

椿地区地区計画の区域に隣接していること 

新名神高速道路出入口と市道山本１７１号線との交点から６００

ｍ以内の範囲に予定区域の一部又は全部が含まれていること 

御薗地区 

御薗地区地区計画の区域に隣接していること 

県道三行庄野線と市道汲川原徳田線との交点から６００ｍ以内の

範囲に予定区域の一部又は全部が含まれていること 

 

（地区計画の内容） 

第８条 地区計画については、法第１２条の５第２項の規定により、当該区域の整備、開発及び 

保全の方針（以下「地区計画の方針」という。）並びに地区整備計画を都市計画に定めるものと 

する。 

２ 前項の都市計画決定の手続きは、第１３条第１項第１号から同項第４号の事前協議及び調査

が終了した後、開始するものとする。 

 

（地区計画の方針） 

第９条 地区計画の方針は、当該地区のまちづくりの基本的方向を示す総合的指針として、次に 

掲げる事項について定めるものとする。また、次の各号については、市街化調整区域の性格及 

び形成、周辺の景観、営農条件との調和、地域の活性化等について、必要な事項を明らかにす 

るものとする。 

（１） 地区計画の目標 

（２） 土地利用の方針 

（３） 地区施設の整備方針 

（４） 建築物等の整備方針 

（５） 前各号に掲げる事項のほか、当該地区の整備、開発及び保全に関し必要な事項 

 

（地区整備計画） 

第１０条 地区整備計画は、地区計画の目標を達成するために必要な事項を定めるものとし、地 

区計画の方針に基づき、次に掲げる事項のうち、当該地区の特性に応じた必要な事項について 

定めるものとする。 
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（１） 地区施設に関する事項 

  イ 道路の配置及び規模 

  ロ 公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模 

  ハ 避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設の配置及び規模 

（２） 建築物等に関する事項 

  イ 建築物等の用途の制限 

  ロ 容積率の最高限度 

  ハ 建蔽率の最高限度 

  ニ 敷地面積の最低限度 

ホ 建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度 

  へ 壁面の位置の制限 

  ト 建築物等の高さの最高限度 

  チ 工作物の設置の制限 

リ 居室の床面の高さの最低限度 

  ヌ 建築物等の形態又は意匠の制限 

  ル 垣又はさくの構造の制限 

  

（地区施設に関する事項） 

第１１条 地区施設については、当該地区の周辺の道路状況等を勘案の上、区画道路、公園、緑 

地、広場その他の公共空地を適切に配置するとともに、雨水調整施設を設置するものとする。 

なお、当該地区施設に係る基準は、法第３３条及び鈴鹿市開発事業指導要綱（平成１４年鈴鹿 

市訓令第３号）に定める基準以上のものとする。 

 

（建築物の用途等に関する制限） 

第１２条 地区計画の区域内に建築する建築物の用途は、工業専用地域に建築可能な用途とする。 

ただし、鈴鹿ＩＣ周辺ゾーン以西の新土地需要エリア又はスマートＩＣ利活用エリア内の地区 

計画区域内において、当該地区計画区域内の事業所に勤務する者の寮及び寄宿舎はこの限りで 

はない。 

２ 地区計画の区域内に建築する建築物の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める基準とする。 

（１） 建蔽率 ６０％以下 

（２） 容積率 ２００％以下 

（３） 壁面後退 ３ｍ以上 

 

（開発事業者の責務） 
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第１３条 地区計画区域内において開発行為を行おうとする事業者は、以下の責務を負うものと 

する。 

（１） 当該地区計画素案を、関係機関と協議の上、作成するものとする。 

 イ 地区計画素案の作成に当たり、市の都市計画課その他の関係課との協議及び調整を密に行 

い、その内容の充実に努めるものとする。 

 ロ 当該地区計画素案の作成の段階において、市の都市計画課開発指導グループと事前協議を 

行い、開発許可の事前協議を終了させておくものとする。この場合において、道路、公園、 

排水先の河川その他の公共施設の管理者と事前協議を行い終了させておくものとする。 

 ハ 地区計画の区 

域に農地が含まれる場合は、農地転用許可を受ける必要があるため、農業委 

員会等と事前協議を行い、農地転用許可の事前協議を終了させておくものとする。 

（２） 住民等の合意形成に努めること。 

地区計画を定めることにより、当該区域内の土地利用について一定の制限が課せられるこ 

ととなるため、地区計画素案の作成に当たっては、当該区域内の住民等権利関係者全員の

合意形成を原則とし、併せて、周辺住民に対し説明会を開催し理解を求めること。 

（３） 必要に応じ、「鈴鹿市都市計画提案審査委員会」及び「都市計画審議会」への説明を適 

宜行う。 

（４） 開発事業に伴う既設道路への影響（混雑度等）を調査し、影響についての推計を行い 

問題がないか確認する。 

（５） 工業団地としての環境保全の視点から敷地ごとの外周部の緑化に努めること。また、そ

の区域が「緑の基本計画」における、保全を検討する区域内である場合、周辺環境との調和を

図り、緑の保全及び敷地内の緑化に特段の配慮をすること。 

（６） 鈴鹿市景観計画の景観形成基準に基づき、周囲の景観と調和したものとすること。   

（７） 都市計画決定後、速やかに当該地区計画内に適合する一体的な開発行為の事業着手を行

うこととする。 

（８） 原則として工区分割してはならず、かつ当該地区内の公共施設の整備を優先するものす 

る。 

   

 （指導又は助言） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、地区計画素案の作成について指導し、又は助言

することができる。 

 

（委任） 

第１５条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

（運用基準の改正） 

第１６条 鈴鹿市都市マスタープラン及び鈴鹿市総合計画２０３１の変更や法改正等により、こ

れらと不整合性となったときは、適宜見直しを行い、本基準を改正するものとする。 
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附 則 

この運用基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

 附 則 

この運用規準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この運用規準は、令和３年５月１日から施行する。 

 附 則 

この運用規準は、令和４年３月１日から施行する。 

附 則 

この運用基準は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則 

この運用基準は、令和６年４月１日から施行する。 
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市街化調整区域内地区計画の取扱いフロー図 

申出者 市 

窓口相談（位置及び区域の設定） 基本指針により指導→県との調整 

当該土地の所有者等の同意 

１. 区域の妥当性 

２. 同意基準との整合 

同意書等の確認 

周辺地域の合意形成 

地域説明会の実施 

合意形成の確認 

開発内容の調整（農地の除外及

び都市施設の審査：都市計画法

第３２条事前協議） 

開発審査会及び農林部局との 

事前調整 

正式申出 

（事前協議が終了） 

鈴鹿市都市計画提案審査委員会 

必要に応じ公聴会の開催 

素案の縦覧（市条例第３４号） 

案の縦覧（都市計画法） 

都市計画審議会 

参考 

県協議 

工事着手 

工事完成報告 検 査 

都市計画決定及び開発許可 


